
野甫小中学校の「存続」について伺う ／ 津田隆 

 

■２番 津田隆議員 野甫小中校の存続について伺いたいと思います。野甫区の小

中、存続については、存続を希望する声が多く、過去に教育委員会で実施された区

民アンケートも存続との結果が出ています。その後、教育委員会では学校存続の取

り組みを成功させていける離島地域への視察などを行なっています。そこで、学校

存続を望む区民の声が私のもとにも寄せられており、野甫地区に足を運び、区民と

意見交換を行ってきました。私が調べた限りでは、少子化が進んで地域で留学制度

など導入し、学校存続した例は多々ありました。野甫小中校の存続については、教

育委員会の今後の取り組みを伺いたいと思います。 

■議長（金城信光） 答弁、教育長。 

■石川清一教育長 こんにちは。ただ今の、２番議員の津田議員の質問に対し答弁

いたします。三つの柱で答えたいと思います。一つ目に、野甫小中学校の存続とは

何を意味するのか。 

（津田議員、横に手を振る。） 

 これはよろしいですか。わかりました。 

 それから、「野甫小中学校の存続に向けて、野甫地域の皆さんと取り組むことにな

っていたはずだけれども、これまでに生徒が増えていない。働きかけは、どうして

いたか」というようなことを答弁したいと思います。 

 現在、野甫小中学校には小学生が０、中学生１名が在籍しています。小学校は令

和５年度より休校措置をとっています。次年度、令和７年度、中学生１名の見込み

ですが、教育委員会では、本人の希望と保護者、学校関係者の意見を尊重し、存続

の方向で進めていく予定でいます。 

 過去の議会、一般質問を紐解いてちょっと調べてみますと、令和４年の３月の第

３回定例議会におきまして、７番議員の野甫議員からの質問に対して、当時の課長

の回答に、野甫島留学センターの整備に関しては、昨年７月から８月にかけて野甫

区民及び野甫小中学校児童生徒を対象に、野甫小中学校の存続を望むか否かのアン

ケートを実施したところ、学校存続を望む意見が区民、児童生徒の多数を占めたこ

とから、その結果に基づき同じ年、同年の 10 月の臨時庁議において、その民意を汲

み取り村の方針として野甫小中学校の存続に向けた実施方策として計画、検討され

ているというふうにありました。あとは略します。と、回答されていました。当時

の生徒数から鑑みまして、伊平屋中学校との学校統合が考えられます。 

よって、地域の声、学校児童生徒の声をアンケート形式で実施し、それを民意と

して学校存続とした取り組み、そして行政から地域の声に傾聴した、しっかり耳を

傾けてこの回答が出ての、現在の野甫小中学校の存続だと思われます。 

 周知のとおり、世界的に新型コロナ感染症が蔓
まん

延
えん

し、日本で最初に新型コロナ患

者が報告されたのは 2020 年１月、令和２年です。その後からというもの、日本国内

の学校におきまして卒業式や入学式、ＰＴＡ活動などなど、地域においても多くの

行事が中止に追い込まれております。本村でも罹患者が多発するなどの影響を受け

まして、人々の接触というのがタブーになってきたかと思われます。 

よって、その頃に地域と膝を交えての懇談というかたちは到底無理だったと思わ



れます。コロナ禍も緩和されてきた令和４年度より、また先進地の調査、研修を実

施し、令和５年６月に先進地視察に参加したメンバー及び野甫区長を 招
しょう

聘
へい

し、意見

交換なども行っております。ほとんどの委員が留学制度のハードルが高く、厳しい

状況ではあると理解していますが、存続を希望するものでした。 

 経過実施においては、地域住民の理解と協力及び施設の充実と、特色ある教育プ

ログラムが必要であり、本村の実情に適した持続可能な仕組みを構築できればと考

えております。 

 それから、「存続に向けて生徒を増やす努力はしてきたのか、今後に向けての企画

などは考えてるか」というような視点に目を向けますと、先ほどの回答とも重複し

ますけれども、これまでの島留学制度、山村留学制度計画を進める目的で先進地の

事例や取り組みなどの視察も行っております。ご承知のように、野甫区における学

校存続問題は、教育委員会だけで解決できるものではありません。今後は、伊平屋

村すべての公立学校を含め議論する必要があり、今年度、令和６年の８月に設置し

ました伊平屋村立学校統廃合検討委員会におきまして、本村の学校のあり方、方向

性を検討し、地域の理解と協力が得られるよう推進してまいります。 

 なお、この検討委員会の設置が、そのまま統廃合決定を意味するものではありま

せん。議員の皆さんにおかれまして、それぞれの考え、ビジョンなどをお持ちだと

思います。お知恵をお貸しいただければ幸いです。それがまた合意形成にもつなが

るものだと思っております。 

 補足ですけども、今年度、この学校統廃合関係についてということで、野甫区民

の住民説明会ということを８月８日の木曜日に７時から地域公民館である野甫公民

館で開催いたしました。今年度から赴任をしました私、それから同じく新垣教育課

長、それからこれまでの伊礼前教育課長、課長補佐等が、行政から出向きました。

そして野甫区民 20 名ということで、いろいろそこで議論をしながら、野甫区民の意

見、考えなども多くいただけました。そういうことを持ち寄って、予定では 11 月に

学校統廃合の検討委員会が行われます。 

 伊平屋村立野甫小中学校ですから、これから伊平屋村全体の問題として九月、十

月にアンケートを実施し、集計して 10 月には回答できる予定でおります。というこ

とで、回答いたします。よろしくお願いします。 

■議長（金城信光） 津田議員。 

■２番 津田隆議員 僕は存続ということで、それだけ聞ければいいんですけれど

も、いろいろこれから先の統廃合の話だとか、これについては容認できません。僕

が野甫に行って聞いたかぎりは、皆さんが望んでいることは、存続なんです。全部

聞いたわけじゃないから、また、いろいろ聞くんですけども、野甫区民のアンケー

ト結果も出て、行政も存続の方向で検討を重ねると、存続が実現した地域の学校の

視察も行っているわけですよ。で、存続の取り組みがまだ道半ばなんですよね。道

半ばで、野甫の区民の皆さん、説明いっぱいしたと言うんだけど、それは僕は、わ

からないんだけども、道半ばだから、存続について検討していったほうがいいと思

うんですよ。 

 僕が聞いたかぎりは、ほとんどの人が「いつ統合の話が出たの。」というふうに話

してました。だからこの前の議会でも、僕は「いきなり統合は、ないんじゃないか。」



と言いました。学校存続を希望するというのが、野甫区民の気持ちなんです。だと、

僕は捉えています。だからもっともっと、区民の皆さんと議論して、存続という言

葉を変えるんだったら、それなりにやっぱり足を運んで納得するまで議論したほう

がいいと思っています。 

やっぱりこの長いあいだに野甫区はずっと人が少なくて、もちろん区民と学校と

でコミュニティができあがった学校ですから、地域の皆さんにすれば、ものすごく

大事なとこだと思うんです。 

 第５次伊平屋村総合計画の中でも、「島の未来は教育がつくる」と、いろいろ謳
うた

 

っていますよ。「共創・協働のむらづくり」とか、いろいろ書かれています。「誰一

人取り残さない」とも書かれていますよ。その中で、今言う、統廃合とかそういう

言葉が出てくるっていうのは、僕は今のところは容認できない。もうちょっと足を

運んで僕も聞いてみます。僕は存続についてのみだけ、今日は聞きたかったわけで

す。 

 それで、もう一つあるんですけども、できたら野甫区民の皆さんともっともっと

議論重ねていくことをお願いします。これに関連して学校を存続するに当たっては、

いろいろと経済的な面とかもあると思うんで、野甫中学校の存続に関連しますが、

野甫区の少子高齢化に対処するためには、経済の発展と区民が安定して生活できる

定住政策を実施することが重要と考えています。一例上げれば野甫区で起業する

方々への支援策や、移住定住策としてリモートワーカーに対する周知策など考えて

おられるかどうか、企画財政課の課長に、そういうことが並行して可能なのか。 

お願いできますか。 

■議長（金城信光） 休憩いたします。 

 再開いたします。教育課長、どうぞ。 

■新垣恵教育課長 津田議員の質問に対して答弁いたします。先ほど教育長からも

説明があったんですけども、野甫区の存続に向けていろいろな視察を行ってきまし

た。その中で振り返りの話し合いとか、そういったものを何度か野甫区で行われて

いるんですけども、やはりいろいろな留学制度を実施する計画実施については、地

域住民の理解と協力、あと施設の充実というのが一番に上げられて、かなりハード

ルが高いなという認識を皆さん共通してお持ちでした。 

 地域の住民の理解と協力が必要なんですけども、野甫小中学校の存続については

何度も答弁し、いろいろ議論されているんですが、地域の活力の維持と向上を目指

すためのものでありまして、これまでの取り組みについても、目的ではなく手段で

あるっていうことで、今後も本村の実情に適した持続可能な仕組みを構築できれば

と考えているところです。以上、説明を終わります。 

■議長（金城信光） 津田議員。 

■２番 津田隆議員 もちろん今おっしゃったことはもっともで、ずっと昔から生

徒が少なくなっていくっていうのは、わかっていたし、取り組みとしてもどうかな

と。やっぱり地域が、別に学校が１名になったから廃校とか、そういう規定はまだ

ないんで、少ないからどういう学校にしようかとか、どうやったらいい学校にでき

るかなとか、それが存続の意味だと思うんですよ。だからその存続に対しての議論

等とかいうのが、なかなか聞こえてこない、見えてこない。その長いやりとりの中



で、今言うように方向性を見つけて、そして生徒募集したんだけど、このやり方に

ついてはインターネットとか見ると千差万別にあって、成功した例もいっぱいある

し、学校を無くした例もたくさんあるし、そういった意味ではネット社会は多少勉

強になるんですけども、やっぱりそれらを見ると、その存続について、まだそこま

で対策を講じてない。確かに学校は見てきました。先進地として参考になる学校を

見てきて、すぐそこで会合あったのかなとか、じゃあどういう方向性を示そうとか、

１時間も２時間もあれば結構良い例を見たり聞いたりできるんですけども、どうし

ていくかっていうのは確かに難しいと思います。皆さんで議論、一番重ねていかな

ければいけない議論はそこだと思います。そこをどんどんやって、もうなすすべが

ないとお互いに納得したなら、統合を考えざるを得ないのかなと理解できます。や

っぱり地域の皆さんが存続を望んでいるんであれば、議会は民間から付託されてい

るわけですから、そこに向けて一緒になって考えてあげるのが議会だと思います。

もちろん議論する場でもあるし。どう理解していくかが一番問題なんですよね。そ

の理解していくためには、もっともっといろんな企画を立てたり、計画立てたり、

議論して、地域の皆さんが納得できるかたちが一番ベストかなと思ったから、存続

しながら、並行して経済とかがあったりして、少なくなったと思うんだけど、国の

政策で予算ができそうなのも結構あったし、そういうのを含めると、やってできな

いことはないなと思っています。 

 だから、まだその統合、廃合という、どっちにしても廃校ですから。言葉的な統

合、廃合って言ってもね。その言葉は容認できないと言った理由はそれです。だか

らもうちょっと存続に向けて、一緒に議論してほしいなと。だからその意味で経済

対策とか並行してできないのかなと。先進地視察はしても、経済の面では地域の皆

さんと話した経緯がなさそうだったから、経済対策と並行してなんとかできないの

かなと考えていて、経済課長に聞こうと思ったわけです。そういう意味で、経済課

長にちょっと聞きたいなと思ったんです。 

■議長（金城信光） 参考に何かあれば。村長。 

■名嘉律夫村長 津田議員の質問にお答えする前に、野甫小中学校の統廃合の問題

もそうなんですけど、伊平屋小学校も伊平屋中学校も、本当にいずれはそういう時

が来るのかなと思うぐらい人口減少が激しいと。これは伊平屋だけの問題じゃない

んですね。全国的に大きな問題なんですね。やっぱり学校がなくなると、地域のコ

ミュニケーションが無くなるというのが一つの大きな問題でして、津田議員が質問

している、「じゃあ、今後どうしたらいいか」という問題については、島の人口が増

えないと解決できません。ただ増えるだけではなくて、そこに子どもが生まれなか

ったら、もちろん学校の存続というのは非常に難しいと思うんですね。 

 ですから、今後、野甫島については、どうすれば人口が増えていくのか、この伊

平屋本島もそうなんですけど、ですから企業を誘致できるかどうか、そこにやはり、

例えばの話、リゾートですとか、そういうのができるんであれば、そこに自ずと人

は増えてくるわけなんですけども、おそらく、これからそういうことを議論するこ

とが多くなってくると思います。ですから委員会にこの話を投げかけても、おそら

く委員会ではこの答弁をすることは非常に難しいと思うんですよ。ですから議員も、

「じゃあ、島の人口をどうしたら増やせるかな」ということを、企業の誘致をどう

したほうがいいのかとか、空港建設でもそうなんですけど、空港ができれば、どう



人口が増えるのか減るのか、観光客がどう増えていくのか、そういうことも含めて

議論する必要があるのかなと私は思うんですけどね。 

 ただ、今いきなり振られても、なかなか行政は答弁するのが非常に難しいと思い

ますけども、ですから、どうしたら島に企業がくるか、そして人口がどう増えてい

くかっていうことをですね、やっぱり分析しながらやっていったほうが、非常にこ

の話は解決に向けて近道なのかなと私は思うんですけど。 

いずれにしても今、津田議員がおっしゃっている、非常に死活問題でありまして、

あと一人で学校、生徒がいなくなると。小学校も単式から複式になろうというとこ

ろなんですね。本当に野甫だけじゃなくて、伊平屋小学校も中学校もこの問題は大

きな問題となっています。 

 で、我々がこれからやるべきことは、いかにして島の人口を増やすかということ

なんですね。企業の誘致ですね、そういうことを含めて考えていったほうがいいの

かなと思いますので、どうか議員もそういう知恵がありましたら、「こういう方法も

あるんじゃないか」ということを、やっぱりこれから、行政と議会でも話す必要が

あると思うんです。これから未来に向けてそういう話をしていったほうがいいのか

なと思いますので、どうか、あまりこのことについて委員会に言ってもなかなか解

決できませんので、お互いがこれからどうしていったら良くなるかということを、

野甫区民を含めて議論していったほうがいいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。以上です。 

■議長（金城信光） 津田議員。 

■２番 津田隆議員 村長のそういうのも理解できてます。だからさっきも企画財

政課に失礼ながら話を振ったのもその心の表れだと思うんですけども、確かに伊平

屋中学校も伊平屋小学校も複式という面にさらされてくると思うんですよ。でも野

甫小中を閉めたからっていってこっちが増えるわけでもないんですよね。その存続

に向かっていく力が、いろんな方向に向かっていくんじゃないのかなと。今言った、

人口を増やす、どうやって増やすのかっていうのをどんどん考えられるわけですよ。 

「はい、こうだからはい、閉めましょう」というのは、それはもうつながっていか

ないわけですよ。統廃合は、もうどうしようもないとなった時で、僕はいいと思う

んですよ。今のことを考えても。 

 野甫の学校を閉めたから、伊平屋中学校が変わるかっていったら変わらないです

よ。同じです。人を増やさんかぎり。人を増やすにはどうしたらいいかっていうの

を、一生懸命、今、村長もおっしゃったけども、政治、国も、人口を増やそうと一

生懸命ですよ。外国人入れるかとか、いろいろ、子ども政策とか。諦
あきら

めるのはまだ

早いんじゃないかなと。野甫の区民の皆さんが存続を希望しているかぎり、じゃあ、

どうしたほうがいいかってやって、いずれはどうしようもできないという場面がき 

たら、それはそれで、そこから本来は統廃合に入るべきだったんじゃないのかなと、

そう考えています。 

 すぐこうだから、こうというのは、観光でもそうだし、なんでもそうだけど、問

題が起きて、こうなって人がいなくなったから、はい、やりましょうってなってし

まうんですよ。 

 だから、やっぱりその続けていく、存続するといったん決めたから、以前、アン



ケートもとって進んでいるわけです。進んでいるところで何校か先進地視察に行っ

て、こうだったから難しいでは、誰でも納得できないです。やっぱり存続ありきで

考えて、いつか和解できると思いますよ。どうしたら存続につなげられるかって一

生懸命考えて、それでもう無理だと思った時には認めてくれると思いますよ。それ

を野甫区民の皆さんと一緒に、地域が理解することを願って質問を終わります。 

 ２番目の質問は準備ができなくて取り下げたいと思います。失礼しました。 

 

 

 

地域安心・安全創出事業の取り組みについて ／ 野甫英芳 

 

■７番 野甫英芳議員 ７番議員 野甫でございます。質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。一般質問の通知のとおりにいきますので、よろしくお

願いします。まず第１問目ですね、地域安心・安全創出事業の取り組みが行われた

んですけれども、いまだに街路灯設置がされていません。設置は始まっているのか、

そしていつ頃終わるのかというところと、あと Wi-Fi 事業をしていたんですが、ど

のような効果があるのかというところをまず教えていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

■議長（金城信光） 答弁、建設課長。 

■名嘉彰建設課長 それでは７番 野甫議員の質問にお答えいたします。まず、本

事業について簡単に説明申し上げます。本事業は村内の幹線道路や集落内及び観光

スポット等における夜間の安全性の確保を目的として街路灯の整備を行います。ま

た、併せて災害時における防災機能の強化を目的に、ビーチや港周辺、避難道周辺

に監視カメラや風速・雨量計及び太陽光発電街路灯を整備するものです。 

 令和５年度において設計業務委託及び工事については既に発注済です。工事につ

いては６工区に分けて発注を行っております。６年度繰越事業となっております。

以上です。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 課長、６年度の繰越事業になったということですので、今

年度は工事をやらないということですか。 

■議長（金城信光） 建設課長。 

■名嘉彰建設課長 野甫議員の質問にお答えいたします。繰越となっておりますの

で、今年度は継続して事業は行います。しかしながら３月から事前調整を行って、

４月に申請をした段階で沖縄電力より「電力柱の法的根拠がない」ということが判

明しまして、工事がちょっと中断している状況にあります。以上です。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 沖縄電力とのやりとりの齟
そ

齬
ご

があったということを私も

聞いているんですけども、そうしますと、それが解決して令和６年度のいつ頃に終

わるのか、そこはどうですか。 

■議長（金城信光） 建設課長。 

■名嘉彰建設課長 野甫議員の質問にお答えいたします。現在、沖縄電力と調整を



行っていまして、10 月の末を目途に回答をいただける予定となっております。それ

から工事を再開して、おそらく、これははっきりしませんけれども、12 月ぐらいに

はこの繰越の部分は終わるかなとは思っております。これは私の私見ですので。以

上です。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 わかりました。それとですね、街路灯の設置の部分の状況

を見てみますと、だいたい西側の海岸、あの辺とか村内じゃなくて村外の道路の一

周道路ですね、あの辺に設置が多いんですけれども、皆さんよくわかると思うんで

すけど、台風がきたら街路灯設備は、なんて言うんですかね、一気に全部壊れてし

まう、破損してしまう可能性が大なんですけれども、そうするとその度にまた修繕

をするっていう計画であるのか。そうするとまた修繕のための予算も確保しないと

いけなくなるんですけど、そのへんはどうですかね。 

■議長（金城信光） 建設課長。 

■名嘉彰建設課長 野甫議員のご質問にお答えいたします。壊れたら修繕するのは

もちろんだとは思いますけれども、まだ設置が行われていませんので、今後それも

検討していきたいと思います。以上です。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 はい、わかりました。それではよろしくお願いいたします。

ということで、地域安心・安全創出事業の件についてはこれで終了します。 

 

 

商福連携事業での特産品製造拠点活動事業の現状と、 

今後計画について ／ 野甫英芳 

 

■７番 野甫英芳議員 商福連携事業での特産品製造拠点活動事業の現状と、今後

の計画についてお伺いします。前回も聞いたんですけれども、村民の中からカシワ

ークスについて、例えば事業委託している㈱トラトマツに１千百万とか、カシワー

クス全体で２千万近くの事業予算を使っていて、お菓子を作っているんですけど、

「そのお菓子も見たことがない。」と。「土日も営業しないし、いったいどうなって

いるんだ。」という話を、一般の人がするわけですよね。伊平屋村が２千万近くの事

業資金を出してお菓子を作っているのに、今後いったいどうするんだろうかと。「そ

んなお金があるんだったら、もっと別のところに使ってもらえないか。」っていう話

が、一般村民からよく上がりますので、カシワークスの営業運営について今後のど

のようにしてこれを事業展開して、村の運営ではなくて独自産業として成り立たせ

るかどうか、そのへんを説明お願いします。 

■議長（金城信光） 名嘉丈祝企画財政課長。 

■名嘉丈祝企画財政課長 野甫議員のご質問にお答えいたします。まず、本事業、

本施設の現状を申し上げます。現状としましては、店舗販売を中心にどらやき商品

や焼き菓子商品ですね、こちらの販売を行っております。村内各店舗につきまして

は、例えば売店などにパンフレットを掲示しまして、そこに QR コードが付してあり

ますけれども、インスタでの商品紹介や電話での注文販売、そういったものも行っ

ております。 



 また新たな商品としましては、黒糖やアオサ、モズク、そして塩などを活用しま

した焼き菓子を、今現在製造中でございます。製造中ではあるんですけれども、こ

の焼き菓子の賞味期限がクリアパックといわれる透明なビニール包装を使っており

まして２週間程度になっております。この２週間程度という賞味期限が、島外での

販売、量販店等への流通を加味した場合、非常に不具合が生じるというところもご

ざいまして、長く保つためのアルミ製のパッケージを発注しているところでござい

ます。 

 今後につきましては、このパッケージが整い次第、島内販売、島内外の販売に向

けて販路拡大を図っていきたいというふうに考えているところでございます。以上

でございます。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 村民の皆さんが非常に疑問に思っていることがあって、こ

れは永続的に伊平屋村の事業としてずっとやっていくのかどうかということですね、

言われるわけですよね。と言いますのはどういうことかというと、例えば商福連携

施設の中には水産物加工、食品加工業、それから農産物加工事業の皆さんも今後入

っていく予定なんですけど、皆さん独自運営をしているわけですよね。自分たちで

会社を興して、自分たちで食品加工して自分たちで売って、自分たちの事業として 

やっていくんですけど、カシワークスだけは原本が２千万とかお金をつぎ込んでず

っとやり続けるのかという状況が、非常に疑問だということなんですが、その点は

どうですか。ずっと、今の段階でずっとやり続けるのか、それとも途中で個人営業

に切り替えするのかとかいうところを説明お願いします。 

■議長（金城信光） 答弁。名嘉丈祝企画財政課長。 

■名嘉丈祝企画財政課長 野甫議員のご質問にお答えいたします。こちらについて

も従前から何度か答弁を差し上げているところかと思うんですけれども、まず一般

の事業者の皆さんに対する支援と、今現在カシワークスさん中心とした商福連携施

設の一番事業目的の異なる部分、こちらにつきましては、自立支援、社会的弱者の

皆さんの社会参画、あるいは活動の場、そういったものを政策間連携として行って

いるというところが特筆するべき点だと思います。そこで商福連携という言葉をチ

ョイスしているというところでございますけれども、これにつきましては今おっし

ゃっているとおり、２千万近くの事業予算を投入しておりますけれども、大もとの

受託しているトラトマツさんのところには、通常は販売をしますと販売益が生じま

すけれども、その販売益の９割は村に帰属するというところで、ここも一般の販売

事業者の運営とは異なる部分。つまり、儲けた分だけ自社の内部留保に活用される

というわけではなくて、村に帰属すると。その帰属された歳入でもって、またその

自立支援の予算として活用していくというところで、そこが中長期的に三年から五

年ぐらいかかるだろうということを申し上げている次第でございます。 

 それにつきまして、「永続的に村が運営していくのか」というところでございます

けれども、三年から五年にかけて、いわゆる営業の地盤がしっかり固まっていくに

従って、歳出の予算は抑えられるというふうに見込んでおります。最終的には、議

員もおっしゃったとおり、自走型の事業を展開していきたいと。今、住民課中心に

アラス（地域活動支援センターアラス）さんも一緒に連携しておりますけれども、

将来的にはそういった事業所として事業展開を移行していきたい。そのために、い



わゆるパティシエたるお菓子作りの皆さんを地元で雇用して、島外からその技術提

供やノウハウを授受しておりますけれども、そういったものを全部落とし込んで、

村で展開していければと将来的には見込んでいます。以上でございます。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 村の一般の事業者、事業をしている皆さんがおっしゃるの

は、例えば「２千万とかをかけて五年とか六年とか継続事業して売り上げが 100 万

とか 200 万しかないという事業に、どうして村がお金を使うのか」とかいうことな

んですよね。矛盾してないかと。もっと別のところに使えばいいのにという意見が

出ていますので、それと、村特産のお菓子を作るっていうこと自体が、いったいな

んなのかということがですね、よく理解できないということで言っていますので、

商福連携とはいうんですけど、そこで働いている方々は障害者ではないとかですね、

いろんな理由があって、なかなか納得できないという意見が多数ありますので、そ

のへんをくみして、今後またいろいろ計画していただけたらなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

田名池開発について ／ 野甫英芳 

 

■７番 野甫英芳議員 田名池開発ですね、これを今後どのように進めていくのか

というところをお伺いしたいと思います。この前、田名池開発の推進室も設置され

て、400 万近くの予算も出ていますけれども、田名池（田名グムイ）の面積と田名

池のあの状況を考えると、とても１年や２年で終わるような状況ではないんですけ

れども、具体的な開発計画が現在あるのかどうかというところから、説明をお願い

します。 

■議長（金城信光） 名嘉丈祝企画財政課長。 

■名嘉丈祝企画財政課長 野甫議員のご質問にお答えいたします。ご指摘のとおり、

本事業は去った８月２日に推進事務局を設置いたしました。今般、その事務局を中

心に今後の活動展開になりますけれども、今年度内に再生推進協議会、まずは話し

合いの場を設置いたしまして、そこで議論した後、どのように復元、あるいは先ほ

ど議員は「開発」というふうにおっしゃいましたけれども、「再生」していくかとい

うところについての住民説明会の開催、もちろんこちらではアンケートなども実施

する予定です。 

 また、この８月２日の事務局の開所式の際にちょっとご説明したところでもある

んですけれども、海外の環境分野に長けている米国のワシントン州立大学、こちら

にも協力要請をいたしまして、それに応じてくださって、学術調査を 11 月の初旬か

ら中旬にかけて概ね１週間程度になるかと思うんですけれども、そういった専門家

を 招
しょう

聘
へい

した学術調査というのも予定しております。そのあとは住民向けのワークシ

ョップ、あるいは島内外でのシンポジウムの開催など、この再生計画の認知あるい

は機運の醸成、そういったものを図っていって、こちらについては住民参加型の保

全、再生、活用方策、そういったものをメインに展開してまいりたいというふうに

考えております。 



 これまでの田名池の機能性、農業用水として活用されてきたわけですけれども、

それと併せて、いわゆる環境のポテンシャル、環境保全ですね、今般 SDGs などとい

う言葉の中でも要約されるとおり、やはり地域の魅力っていうのは、いかに環境負

荷が低減されたかたちで持続可能な地域として活動しているかというところを非常

に今、世間も注目しているというところに立ちますと、やはりひと昔前と言ったら

語
ご

弊
へい

があるかもしれませんけれども、いわゆる大型公共工事を投入して、例えばコ

ンクリート造りのガチっとした溜池を造るとかっていうものは、やはり「時代性に

対してはそぐわないのではないか」というふうに感じておりますし、いわゆる原風

景というイメージを考えた時に、やはり地元の皆さんとの意見交換、あるいはヒア

リング等では、やはり昔ながらの風景、浮島がある風景というのを非常にノスタル

ジックに語る皆さんが多いというところもありまして、そういったいわゆる「原風

景の姿っていうのをゴールイメージに見据えて、地域住民と協働で再生活動が実施

していけたら」というふうに考えているところでございます。以上でございます。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 課長のただ今の説明ですと、「今後はどのようにして？」

「開発の年数とか、土木工事事業が入るんだけどな。」とか、一般の皆さんはおっし

ゃるわけですよね。それから田名池っていうのを知らない住民の皆さんが、「なん

で？ ああいうところに池造ってどうするんだ。」って、「あんなに何億もかけるん

だったら自分たちに回してくれないか。」とか、いろんな話があるわけですよ。だか

らそういういろんな意見がある中で、これから住民参加型でやっていくとかってい

うことなんですけども、でもちょっと考えても、あの状態を五、六十年前の田名池

状態に戻すっていうのは、恐ろしい事業になると思うんですけど、ですので、数年

どころじゃなくて四、五、六年とかかかるんじゃない、全て終わるまでかかるんじ

ゃないかと思うんですよね。 

 そうしますと再生した後の田名池の公園になるかと思うんですけど、この管理を

またしていかないと、また今の状態になってしまうんじゃないかとかってあって、

そこまで考えているのかどうか、というところですね、工事の年数とか、これぐら

いはかかるかも知れないけどとかですね、それから今後の管理体制とか、そこまで

現段階で説明できるのかどうか、そのへんちょっと教えて下さい。 

■議長（金城信光） 名嘉丈祝企画財政課長。 

■名嘉丈祝企画財政課長 野甫議員のご質問にお答えいたします。「この事業、何年

スパンの事業になるのか」というところでまずお答えいたしますと、ご指摘どおり

環境負荷を低減しつつ再生を行っていくというところで、本当に大袈裟に言うと 50

年ぐらいはかかるんじゃないか、あるいは 100 年ぐらいかかるんじゃないかという

ふうに考えられるところでございます。ただ、いわゆる今現在の田名池については

ほとんどが陸地化、あるいは雑草が生い茂っている状態でございますので、いかに

住民参加型の再生事業と申し上げても、土木工事を実施することは間違いないと思

います。大型の重機が乗り入れできないような環境でもありますので、そういった

ものは専門家などのご意見も聞きながら、どのような方法があるかっていうのを、

今後協議会の中で検討していきたいというふうに考えています。 

 ちなみに再生に向けた整備イメージでございますけれども、こちらについては、



だいぶもう 20 年以上前になりますけれども、確かに水べり環境整備ということで、

「農業用水としての機能を保ちつつ、いわゆる親水性ですね、公園化を図っていき

ましょう」という計画が過去にございました。おそらく地域住民の皆さんも、そう

いった過去二十数年前に議論されたものをイメージしながら、お話されている方も

いらっしゃるかとは思います。基本的には、やはり、いくら自然に返しましょうと

いっても現在生きる我々住民に利便性とか快適性、そういったものもやっていかな

ければいけないと。ましてやその維持管理に関しましては、そこが一つの観光スポ

ットとして注目を集めて、そこにいろんな人たちが、例えば自然観察をしに来る、

あるいは環境学習をしに来るというような、ソフトの部分の取り組みが一番重要に

なろうかと思います。 

 そこで村としても地域メッセージとして、いわゆる環境負荷を低減しつつ「環境

を保全していくんだ」というようなメッセージによって、例えば今現代でいうとク

ラウドファンディングであるとか、あるいは今実施している企業版ふるさと納税の

ような、そういった趣旨に賛同してくださる方々の寄附行為、そういったものも取

り入れながら、あるいは一緒になってボランティア活動をやりたいというような皆

さんが気軽に参画してくださるような体制づくりとか、そういったものによって、

なるべくお金をかけずに、あるいは補助金とか村の一般財源を拠出しないような、

そういった取り組みによって維持保全、そういったものが図っていけないかなとい

うふうに考えております。 

 ちなみに、やはり環境先進国である米国は、ほとんどの場合、州立、国立の公園

にはボランティアが常駐しております。チップを渡す風習があるところでございま

すので、寄附行為も盛んに行われています。そういったところも、やはり学ぶべき

ところは学びつつ、あるいはそういった外部の見識をもっていらっしゃる皆さんと

関係を築きながら、田名池の保全と永続的な取り組み、持続可能な取り組みという

のをみんなで考えていければというふうに考えています。以上でございます。 

■議長（金城信光） 野甫議員。 

■７番 野甫英芳議員 課長の説明もよくわかりました。実は、課長、今、行政で

扱っている若者未来会議とか、それから産業推進会議とか、その場でも時々こうい

うものを造って何をするんだっていう意見が出るじゃないですか。「他のところに

予算使えよ。」というような声があがるかと思います。 

なぜそういう話になるかっていうと、今のところそのイメージが全然湧かないた

めに、そういう状況になっていると思いますので、まずイメージを先行して、映像

で、こういう状態にするんだっていうことを見せながらやったほうが進み具合がい

いかと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 


